
ほけんだより                                

令和 4年 12月 1日 

春木中学校 保健室 

NO.9  

 

  これまでインフルエンザと診断された場合、出席停止期間を終えて登校 

するには、病院を受診し、医師による意見書の提出をお願いしてきました。 

しかし今年度については、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が 

懸念されることから、医療のひっ迫を回避するため、「インフルエンザ療養報告書」 

を保護者のみなさまにより記入、提出いただくことにより意見書に代えるもの 

とします。(来年度以降の対応は、あらためて通知します。) 

  「インフルエンザ療養報告書」は配布済みです。 

岸和田市のホームページからもダウンロードできます。 

◆インフルエンザの出席停止期間◆ 

発熱等の症状が出た日を「0日」とカウントし、翌日から 5日間、かつ解熱後 2日間（幼稚園児は 3日）は

出席停止となります。 

※他の感染症《麻疹(はしか)、風疹(3日はしか)、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎、百日咳、プール熱 

など》については、 これまで通り、医師による意見書の提出をお願いいたします。 

   す こ や か 
  合唱コンクールや期末テストも終わり、今年も残すところあと一か月となりました。 

寒さも厳しくなり、防寒
ぼうかん

着
ぎ

を着て登校している人の姿もたくさん見られます。 

全国的に新型コロナウイルス感染症の

再拡大
さいかくだい

や、新型コロナウイルスとインフルエン

ザの同時流行も心配されているそうです。 

2学期の最後まで元気に過ごせるように、健

康観察（検温）やマスクの着用、手洗いを行い

ましょう。また、楽しみの多い冬休みの間も同

様です。感染対策を行いながら有意義
ゆ う い ぎ

な冬休

みを過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者のみなさまへ 

インフルエンザにかかる医師の「意見書」の取扱いについて 


